
第
二
百
十
一
回

国

会

参
議
院
農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日（
火
曜
日
）

午
後
零
時
五
十
三
分
開
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

山
下

雄
平
君

理

事

堂
故

茂
君

船
橋

利
実
君

宮
崎

雅
夫
君

徳
永

エ
リ
君

舟
山

康
江
君

委

員

加
藤

明
良
君

滝
波

宏
文
君

藤
木

眞
也
君

山
田

俊
男
君

山
本

啓
介
君

若
林

洋
平
君

石
垣
の
り
こ
君

小
沼

巧
君

田
名
部
匡
代
君

下
野

六
太
君

安
江

伸
夫
君

串
田

誠
一
君

紙

智
子
君

須
藤

元
気
君

寺
田

静
君

国
務
大
臣

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎
君

副
大
臣

農
林
水
産
副
大
臣

勝
俣

孝
明
君

大
臣
政
務
官農

林
水
産
大
臣
政

務
官

藤
木

眞
也
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

笹
口

裕
二
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
水
産
加
工
業
施
設
改
良
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
山
下
雄
平
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
農
林
水
産
委

員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

水
産
加
工
業
施
設
改
良
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
野
村
農
林

水
産
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
野
村
哲
郎
君
）
水
産
加
工
業
施
設
改
良
資

金
融
通
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き

ま
し
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。

水
産
加
工
業
施
設
改
良
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
は
、
外

国
政
府
に
よ
る
漁
業
水
域
の
設
定
等
に
伴
い
、
水
産
加
工

品
の
原
材
料
の
供
給
事
情
が
著
し
く
変
化
し
た
こ
と
に
対

応
す
る
た
め
、
水
産
加
工
施
設
の
改
良
等
に
必
要
な
長
期

か
つ
低
利
の
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
昭
和
五
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
水
産
加
工
品
の
原
材
料
の
供
給
事
情
及
び
水

産
加
工
品
の
貿
易
事
情
の
著
し
い
変
化
に
対
処
す
る
た

め
、
貸
付
け
の
内
容
に
つ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
い
つ

つ
、
水
産
加
工
業
の
体
質
強
化
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で

す
。本

法
は
、
本
年
三
月
三
十
一
日
限
り
で
そ
の
効
力
を
失

う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
昨
今
の
水
産
資
源
の
減

少
な
ど
、
水
産
加
工
業
を
め
ぐ
る
厳
し
い
状
況
を
踏
ま
え

る
と
、
引
き
続
き
、
水
産
加
工
施
設
の
改
良
等
に
必
要
な

長
期
か
つ
低
利
の
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。こ

の
た
め
、
本
法
の
有
効
期
限
を
五
年
間
延
長
し
、
令

和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。以

上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容

で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
委
員
長（
山
下
雄
平
君
）
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
日

は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
零
時
五
十
五
分
散
会

─
─
─
─
・
─
─
─
─

三
月
十
七
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
家
族
農
業
を
守
り
、
食
料
自
給
率
の
向
上
を
求
め

る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
四
三
七
号
）（
第
四
三
八

号
）（
第
四
三
九
号
）（
第
四
四
〇
号
）（
第
四
四
一
号
）

（
第
四
四
二
号
）（
第
四
四
三
号
）（
第
四
四
四
号
）（
第

四
四
五
号
）（
第
四
四
六
号
）（
第
四
四
七
号
）（
第
四
四

八
号
）（
第
四
四
九
号
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
第

八

部
）

一

第
八
部

農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】

（
六
一
）



─
─
─
─
・
─
─
─
─

三
月
二
十
四
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
家
族
農
業
を
守
り
、
食
料
自
給
率
の
向
上
を
求
め

る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
五
四
四
号
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

─
─
─
─
・
─
─
─
─

三
月
二
十
八
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
水
産
加
工
業
施
設
改
良
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

二

第
八
部

農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】



三

第
八
部

農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】

令
和
五
年
六
月
一
日
作
成

参
議
院
事
務
局

作
成
者

東
京
法
令
出
版
株
式
会
社


